
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
附
帯
決
議

令

和

二

年

五

月

十

二

日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期

す
べ
き
で
あ
る
。

一

本
法
の
基
本
理
念
に
則
り
、
社
会
的
障
壁
の
除
去
の
た
め
に
合
理
的
配
慮
に
つ
い
て
理
解
が
深
ま
り
的

確
に
提
供
さ
れ
る
た
め
、
必
要
な
環
境
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。

二

障
害
者
が
公
共
交
通
機
関
の
利
用
に
お
い
て
、
様
々
な
制
約
が
存
在
す
る
状
況
に
鑑
み
、
障
害
者
権
利

条
約
の
理
念
を
踏
ま
え
て
移
動
の
権
利
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

三

車

両

の

優

先

席

、

車

椅

子

用

駐

車

施

設

、

障

害

者

用

ト

イ

レ

等

の

適

正

な

利

用

の

推

進

に

当

た

っ

て

は
、
国
民
の
具
体
的
な
行
動
に
つ
な
が
る
よ
う
、
関
係
事
業
者
等
と
連
携
し
て
積
極
的
か
つ
集
中
的
な
広

報
活
動
及
び
啓
発
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
。

四

イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
教
育
の
推
進
及
び
災
害
時
の
避
難
所
と
し
て
利
用
す
る
必
要
性
か
ら
、
設
置
主
体
の

別
、
規
模
を
問
わ
ず
、
高
校
、
大
学
も
含
め
た
全
て
の
学
校
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
整
備
を
推
進
す
る
こ

と
。



五

公
立
の
小
中
学
校
が
災
害
時
の
避
難
所
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
既
設
で
あ
っ
て

も
、
数
値
目
標
を
示
し
、
そ
の
よ
う
な
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
既

設
の
公
立
小
中
学
校
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
に
対
す
る
財
政
支
援
を
充
実
す
る
こ
と
。

六

移
動
円
滑
化
基
準
適
用
除
外
認
定
車
両
を
見
直
し
、
鉄
道
の
な
い
地
方
空
港
の
空
港
ア
ク
セ
ス
バ
ス
路

線
に
重
点
的
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
車
両
の
導
入
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

七

生
活
利
便
施
設
で
あ
る
物
販
、
飲
食
店
の
数
は
二
千
平
米
未
満
の
小
規
模
店
舗
が
大
半
を
占
め
る
こ
と

に
鑑
み
、
二
千
平
米
未
満
の
小
規
模
店
舗
及
び
特
別
特
定
建
築
物
内
に
お
け
る
店
舗
内
部
の
障
壁
と
な
っ

て
い
る
入
口
の
段
差
解
消
、
扉
幅
の
確
保
、
可
動
席
の
設
置
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
整
備
を
進
め
る
た
め
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
定
め
る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
条
例
に
よ
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
準
適
合
義
務
の
対
象
規
模

の
引
下
げ
及
び
建
築
物
特
定
施
設
の
見
直
し
を
要
請
す
る
こ
と
。

八

地
方
の
旅
客
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
る
た
め
、
基
本
方
針
に
一
日
の
平
均
的
な
利
用
者
数
が

三
千
人
未
満
の
駅
も
含
め
た
整
備
目
標
を
定
め
る
よ
う
検
討
す
る
こ
と
。

九

無
人
駅
の
増
加
が
当
該
駅
を
利
用
す
る
障
害
者
の
社
会
的
障
壁
と
な
ら
な
い
よ
う
個
々
の
障
害
に
対
応

し
た
合
理
的
配
慮
を
推
進
す
る
た
め
に
、
介
助
を
希
望
す
る
障
害
者
に
対
し
て
は
介
助
要
員
の
常
設
配
置

を
進
め
る
取
組
や
乗
降
時
に
即
応
で
き
る
支
援
体
制
の
整
備
を
検
討
し
、
介
助
を
要
し
な
い
障
害
者
に
対

し
て
は
単
独
乗
降
可
能
な
駅
ホ
ー
ム
の
整
備
等
、
事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定

め
た
上
で
、
当
該
事
業
者
が
遵
守
す
る
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



十

介
助
が
必
要
な
障
害
者
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
に
際
し
て
は
、
必
要
な
介
助
が
安
心
し
て
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
事
業
者
、
行
政
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
連
携
の
下
、
社
会
全
体
で
障
害
の
あ
る
利
用
者
の

安
全
を
確
保
し
、
支
え
て
い
く
た
め
の
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。

十
一

障
害
者
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
が
拡
大
し
て
き
て
い
る
中
、
国
は
車
椅
子
使
用
者
や
視
覚
障
害
者

を
始
め
と
す
る
移
動
制
約
者
と
事
業
者
双
方
と
の
対
話
を
重
ね
た
上
で
、
障
害
特
性
に
応
じ
た
介
助
の
要

否
の
事
例
の
整
理
な
ど
を
行
い
、
介
助
の
在
り
方
に
対
す
る
考
え
方
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
。

十
二

駅
ホ
ー
ム
か
ら
の
視
覚
障
害
者
の
転
落
事
故
が
全
国
で
多
数
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
者

に
加
え
て
国
・
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
積
極
的
な
支
援
な
ど
官
民
協
力
の
下
、
ホ
ー
ム
ド
ア
の
設
置
、
必

要

な

介

助

要

員

の

配

置

、

バ

リ

ア

フ

リ

ー

設

備

の

表

示

や

駅

の

構

造

等

情

報

提

供

の

充

実

を

進

め

る

よ

う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
三

障
害
者
が
居
住
可
能
な
共
同
住
宅
を
増
や
す
た
め
、
そ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
整
備
の
実
態
調
査
、
建
築

設
計
標
準
の
見
直
し
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
四

観
光
施
設
等
に
お
け
る
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
措
置
に
係
る
情
報
提
供
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、

情
報
提
供
を
行
う
事
業
者
等
と
連
携
し
、
正
確
な
情
報
が
分
か
り
や
す
く
効
果
的
に
発
信
さ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。
ま
た
、
宿
泊
施
設
に
つ
い
て
は
、
一
般
客
室
に
お
け
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
化
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
客
室
の
設
置
率
を
国
際
的
な
水
準
に
引
き
上
げ
る
た
め
、
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。



十
五

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
が
活
用
さ
れ
る
た
め
、
運
転
者
の
負
担
軽
減
と
と
も
に
、
研
修

支
援
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
六

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
メ
イ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
で
あ
る
新
国
立
競
技
場

の
整
備
に
当
た
り
行
っ
た
当
事
者
か
ら
の
意
見
反
映
の
仕
組
み
を
レ
ガ
シ
ー
と
し
て
残
す
観
点
か
ら
も
、

建

築

物

や

ユ

ニ

バ

ー

サ

ル

デ

ザ

イ

ン

等

の

設

計

に

際

し

て

は

、

当

事

者

か

ら

の

意

見

を

反

映

さ

せ

る

た

め
、
建
築
士
の
資
格
取
得
に
お
け
る
教
育
内
容
や
設
計
業
務
に
当
た
る
者
に
対
す
る
研
修
等
に
お
い
て
イ

ン
ク
ル
ー
シ
ブ
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る
設
計
が
行
わ
れ
る
よ
う
制
度
の
構
築
を
検
討
す
る
こ
と
。

十
七

移
動
等
円
滑
化
評
価
会
議
及
び
同
地
域
分
科
会
に
お
い
て
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
設
、
先
進
的

な
施
設
の
整
備
等
を
通
じ
、
多
様
な
障
害
当
事
者
が
参
画
を
継
続
的
に
実
施
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

十
八

障
害
者
権
利
条
約
に
則
り
、
歴
史
的
建
造
物
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進
め
る
た
め
、
歴
史
的
建
造
物

を
再
現
す
る
場
合
等
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
参
画

の
下
検
討
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


